
【参考】新型インフルエンザに係るクラスター（集団発生）・サーベイランスに関する保健所への連絡と介護保険施設・事業所の運営基準に基づく事故報告の関係 

1 人目   2 人目  

 

入所者・利用者又は職員にイン

フルエンザ様症状※を有する

者が発生（1 人目) 

 

発熱相談センターに相談 

 

発熱外来等を受診 

 

 

簡易迅速検査で B 型インフル

エンザへの感染が確定 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健所への連絡不要 

介護保険課への事故報告不要 
 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

簡易迅速検査で A 型陽性，又

はＡ型陰性でも臨床的に新型

インフルエンザへの感染が強

く疑われる場合 

 

 

新型インフルエンザ以外の A

型インフルエンザへの感染が

確定 

 

保健所への連絡不要 

介護保険課への事故報告不要
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型インフルエンザへの感染

が確定 

 

この段階では，保健所への連

絡は不要 

介護保険課への事故報告必要 

（発生時報告は電話連絡可) 
 

 

 

 

 

 

 

入所者・利用者又は職員に，２

人目のインフルエンザ様症状

※を有する者が，１人目の発生

から 7 日以内に発生 

 

発熱相談センターに相談 

 

発熱外来等を受診 

 

簡易迅速検査で A 型陽性，又

はＡ型陰性でも臨床的に新型

インフルエンザへの感染が強

く疑われる場合 

 

 

保健所への連絡必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険課への事故報告必要 

（発生時報告は電話連絡可) 

 

 

介護保険課への事故報告

は，新型インフルエンザへ

の感染が確定した場合のみ 

７日以内に 2 人目が

発生した場合 

※インフルエンザ様症状 

 38 度以上の発熱，かつ急性呼吸器症状(以下の 1 つ以上の症状を呈する場合) 

  ア）鼻汁又は鼻閉，イ）咽頭痛，ウ）咳 

 注：年齢・基礎疾患・服薬状況等の影響で，高熱を呈さない場合もあるため，37.5 度以上の発熱でも連絡を検討 



 


